
公立大学法人大阪市立大学と公立大学法人大阪府立大学との新設合併について次の

とおり協議する。

１ 新設合併により消滅する公立大学法人の名称及び主たる事務所の所在地

２ 新設合併により設立する公立大学法人の定款

公立大学法人大阪定款
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附則

第１章 総則

議 案 第１４４号

公立大学法人大阪市立大学と公立大学法人大阪府立大学との新設合併に

関する協議について

名 称 主たる事務所の所在地

公立大学法人大阪府立大学 堺市中区学園町１番１号

公立大学法人大阪市立大学 大阪市住吉区杉本三丁目３番１３８号
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（目 的）

第１条 この公立大学法人は、豊かな人間性と高い知性を備え応用力や実践力に富む

優れた人材の育成と真理の探究を使命とし、広い分野の総合的な知識と高度な専門

的学術を教授研究するとともに、都市を学問創造の場と捉え、社会の諸問題につい

て英知を結集し、併せて地域・産業界との連携のもと高度な研究を推進し、その成

果を社会へ還元することにより、地域社会及び国際社会の発展に寄与するため、地

方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）に基づき、大学及

び高等専門学校を設置し、及び管理することを目的とする。

（名 称）

第２条 この公立大学法人は、公立大学法人大阪（以下「法人」という。）と称する。

（大学等の設置）

第３条 法人は、第１条の目的を達成するため、大学及び高等専門学校を次のとおり

設置する。

（設立団体）

第４条 法人の設立団体は、大阪府及び大阪市とする。

（事務所の所在地）

第５条 法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

（法人の種別）

第６条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

（公告の方法）

第７条 法人の公告は、大阪府公報及び大阪市公報への掲載又はインターネットの利

用（以下「公報掲載等」という。）により行う。ただし、天災その他やむを得ない

名 称 所 在 地

大阪府立大学 堺市中区

大阪市立大学 大阪市住吉区

大阪府立大学工業高等専門学校 寝屋川市
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事情で公報掲載等ができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその公報掲

載等に代えることができる。

第２章 役員

（定 数）

第８条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長２人、理事７人以内及び監事２

人以内を置く。

（職務及び権限）

第９条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

２ 理事長は、第１６条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第１４条に

規定する役員会の議を経なければならない。

３ 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法

人の業務を掌理する。

４ 副理事長は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長に事故があるとき

はその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

５ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業

務を掌理する。

６ 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長及び副理事長に事故が

あるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

７ 監事は、法人の業務を監査する。

８ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、大阪府知事

（以下「知事」という。）又は大阪市長（以下「市長」という。）に意見を提出す

ることができる。

（理事長の任命）

第１０条 理事長は、知事及び市長が協議の上、任命する。

（学長の任命）

第１１条 大阪府立大学の学長及び大阪市立大学の学長（以下「学長」という。）は、
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理事長とは別に任命するものとする。

２ 学長の選考を行うため、第３条の表に掲げる大学ごとに学長選考会議（以下「選

考会議」という。）を置く。

３ 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。

４ 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

５ 選考会議は、委員６人で構成し、委員は、次に掲げる者各同数をもって充てる。

� 第１７条第２項第３号及び第４号に掲げる者から同条第１項に規定する経営審議

会において選出された者

� 第２０条第２項第２号から第６号までに掲げる者から同条第１項に規定する各教

育研究審議会において選出された者

６ 委員の総数のうち２分の１は、法人の役員又は職員以外の者とする。

７ 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

８ 議長は、選考会議を主宰する。

９ 第５項から前項までに定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議

に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

（理事及び監事の任命）

第１２条 理事は、理事長が任命する。

２ 理事長は、理事のうち３分の１以上は、法人の役員又は職員以外の者の中から任

命しなければならない。

３ 監事は、知事及び市長が協議の上、任命する。

（任 期）

第１３条 理事長の任期は、４年とする。

２ 副理事長の任期は、２年以上６年を超えない範囲内において、選考会議の議を経

て法人の規程で定める学長の任期によるものとする。

３ 理事の任期は、理事長が定める。

４ 監事の任期は、その任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについ
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ての法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

５ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

６ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の

際法人の役員又は職員でなかったときは、前条第２項の規定の適用については、そ

の再任の際当該理事を法人の役員又は職員以外の者とみなす。

７ 前項の規定により再任された理事長の任期は、２年とする。

（役員会の設置及び構成）

第１４条 法人に役員会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

（役員会の招集及び議事）

第１５条 役員会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、副理事長及び理事のうち２人以上又は監事から会議の目的たる事項を

記載した書面を付して要求があったときは、役員会を招集しなければならない。

３ 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。

４ 議長は、役員会を主宰する。

５ 役員会は、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

６ 役員会の議事は、出席する副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。

７ 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。

（役員会の議決事項）

第１６条 次に掲げる事項は、役員会の議を経なければならない。

� 中期目標についての知事及び市長に対して述べる意見及び年度計画に関する事

項

� 法の規定により知事及び市長の認可又は承認を受けなければならない事項

� 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

� 大学、学部、学域、学科、学類その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

� 前各号に掲げるもののほか、役員会が定める重要事項
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第３章 審議機関

第１節 経営審議会

（設置及び構成）

第１７条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、法人に経営審議会を置く。

２ 経営審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

� 理事長

� 副理事長

� 理事長が指名する理事

� 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののう

ちから理事長が任命する者

３ 前項第４号に該当する委員の数は、委員の総数の２分の１以上とする。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、役員である委員の任期は、当該役員の任期

による。

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

６ 委員は、再任されることができる。

（招集及び議事）

第１８条 経営審議会は、理事長が招集する。

２ 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

３ 議長は、経営審議会を主宰する。

４ 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

５ 経営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

（審議事項）

第１９条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

� 中期目標についての知事及び市長に対して述べる意見及び年度計画に関する事

項のうち、法人の経営に関するもの
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� 法の規定により知事及び市長の認可又は承認を受けなければならない事項のう

ち、法人の経営に関するもの

� 学則（法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に対する報酬及び退

職手当の支給の基準、職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準その

他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

� 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

� 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

� 前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項

第２節 教育研究審議会

（設置及び構成）

第２０条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、第３条の表に掲げる大学

ごとに教育研究審議会を置く。

２ 教育研究審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

� 学長

� 副学長

� 学長が指名する理事

� 学長が指名する法人内における教育研究上重要な組織の長

� 教育研究審議会が定めるところにより学長が指名する法人の職員

� 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有す

るもののうちから教育研究審議会の承認を得て学長が任命する者

３ 前項第６号に該当する委員の数は、４人以上とする。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、第２項第１号から第４号までに該当する委

員の任期は、当該職の任期による。

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

６ 委員は、再任されることができる。
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（招集及び議事）

第２１条 教育研究審議会は、学長が招集する。

２ 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

３ 議長は、教育研究審議会を主宰する。

４ 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

５ 教育研究審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

（審議事項）

第２２条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

� 中期目標についての知事及び市長に対して述べる意見及び年度計画に関する事

項のうち、教育研究に関するもの

� 法の規定により知事及び市長の認可又は承認を受けなければならない事項のう

ち、教育研究に関するもの

� 学則（法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規程

の制定又は改廃に関する事項

� 教員の人事に関する方針及び基準に係る事項のうち、教育研究に関するもの

� 教育課程の編成に関する方針に係る事項

� 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する

事項

� 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授

与に関する方針に係る事項

� 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

	 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項

第４章 業務の範囲及びその執行

（業務の範囲）

第２３条 法人は、次に掲げる業務を行う。
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� 大学及び高等専門学校を設置し、これを運営すること。

� 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。

� 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法

人以外の者と連携して教育研究活動を行うこと。

� 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

� 教育研究成果を普及し、その活用を促進すること。

� 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（業務方法書）

第２４条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法

書に定めるところによる。

第５章 資本金等

（資本金）

第２５条 法人の資本金は、大阪府及び大阪市が出資する別表第１及び別表第２に掲げ

る資産とし、当該資本金の額は当該資産について、出資の日における時価を基準と

して大阪府及び大阪市が評価した価額の合計額とする。

（解散した場合の残余財産の帰属）

第２６条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があると

きは、大阪府及び大阪市による協議を経て、大阪府及び大阪市に当該残余財産を分

配するものとする。

第６章 委任

（委 任）

第２７条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるものの

ほか、法人の規程に定めるところによる。
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附 則

（施行期日）

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。

（最初の学長の任命及び任期に関する特例）

２ 法人が設置する大学の設置後最初の学長の任命は、第１１条第３項の規定にかかわ

らず、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、法第７２条第３項において

読み替えて準用する法第７１条第６項に規定する者のうちから、理事長が行う。この

場合において、第１１条第４項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「附

則第２項」とする。

３ 前項の規定により任命された学長の任期は、第１３条第２項の規定にかかわらず、

４年とする。ただし、当該学長が法人の成立の日の前日に大阪府立大学又は大阪市

立大学の学長（以下この項において「旧学長」という。）であった者と同一のもの

である場合は、当該学長の任期は６年から旧学長であった期間を控除した期間とす

る。

（最初の理事の任命に関する特例）

４ 法人の成立の日の前日に公立大学法人大阪府立大学又は公立大学法人大阪市立大

学（以下「旧法人」という。）の役員であった者で旧法人における役員の最初の任

命の際旧法人の役員又は職員でなかったものを理事に任命する場合の第１２条第２項

の規定の適用については、その任命の際当該理事を法人の役員又は職員以外の者と

みなす。

別表第１（第２５条関係）

資産の種別 所 在 地 面積（㎡）

土地 堺市中区学園町１７４番１ ５７，４８６．００

同 同 １７４番１５ ５９．００
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同 同 １７４番１６ ３５，９２２．０１

同 同 １７４番１７ １８，２２５．００

同 同 １７４番１８ １９５．００

同 同 １７４番１９ ５，００４．００

同 同 １７４番２０ ４２６．５０

同 同 ２１７番３ ３３，７１４．００

同 同 ２１７番２０ ３６，７１２．００

同 同 ２１７番２１ ４０，８０６．００

同 同 ２１７番２２ ４７，２８１．００

同 同 ２１７番２３ ４，５６３．００

同 同 ２１７番２４ ７，７２７．００

同 同 ２１７番２５ １，２５９．００

同 同 ２１７番２６ ７，５２５．８８

同 同 ２１７番２７ １８９．００

同 同 ２１７番２８ １，５７７．９５

同 同 ４５３番１ ６，９１２．００

同 同 ４５３番２ ９２５．００

同 同 ７２８番３ １５．００

同 同 ８０４番１ １００，４２８．００

同 同 ８１６番１ １８，３８７．００

同 同 ８１６番７ １１，８７３．００

同 同 ８１６番８ ７，５０１．００
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同 同 ８１８番 ６，５１６．００

同 同 ８２４番 １０，３６０．００

同 同 ８２５番 ６６１．００

同 同 ８２６番 １０９．００

同 同 ８２７番 ２，８９９．００

同 大阪市住吉区帝塚山東二丁目１番１１ ８．７４

同 羽曳野市はびきの三丁目３１５番１ ６，２９２．００

同 同 ３１５番２ ８９２．００

同 同 ３１６番１１８ ２７９．００

同 同 ３１６番１２４ １５４．００

同 同 ３２４番２ ８，０４２．９７

同 同 ３２４番７ ９，６４２．９７

同 同 ３２４番２１ １３，４２１．４８

同 同 ３２４番３３ ５，９９９．９９

同 同 ３２５番４ ９８８．００

同 同 ８０５番１７ ５，２８４．００

同 泉佐野市りんくう往来北１番５８ １２，０９４．００

同 寝屋川市幸町５３番４ １，７２０．００

同 同 ５７番１ ５７３．００

同 同 ５９番 １，３３１．００

同 同 ６０番２ ５，３６４．００

同 同 ７０番１ １９．００

１２



同 同 ８８番 ８，７１５．００

同 同 ９４番１ ６，１２２．００

同 同 ９８番１ ３，２７２．００

同 同 ９８番２ ８２６．００

同 同 ９８番３ ３３．００

同 同 ９８番４ ２．５１

同 同 ９８番６ ２１８．００

同 同 １２２番１ ４，９６５．００

同 同 １２２番５ ７１１．００

同 同 １２２番６ １２６．００

同 同 １２５番 １５，１４０．００

同 同 １５１番 ３，１３６．００

同 同 １７８番１ ２０，８５０．００

同 同 ２１４番２ ４１．００

同 寝屋川市国松町１７８番８ ０．７２

同 同 １７８番１０ ３，２２０．００

同 同 １７８番１１ ２，６７７．００

同 同 １７８番１５ １４６．００

同 同 １７８番２１ ２７５．００

同 大阪市住吉区杉本三丁目３番１ ２９４．００

同 同 ３番３ １０，５００．００

同 同 ４番１ ２６１．００

１３



同 同 ４番３ ２６１．００

同 同 ５番１ ６１１．００

同 同 ５番２ ６０８．００

同 同 ６番 ７７３．００

同 同 ７番１ ４４６．００

同 同 ７番２ ４４２．００

同 同 ８番１ ５２２．００

同 同 ８番２ ５１９．００

同 同 ９番 １３８．００

同 同 １０番 １，３２５．００

同 同 １１番１ ５８５．００

同 同 １１番２ ５６１．００

同 同 １２番 １２２．００

同 同 １３番 ５２５．００

同 同 １４番 ３８３．００

同 同 １５番 ５２２．００

同 同 １６番 ２８４．００

同 同 １７番１ ５４８．００

同 同 １７番２ ５４５．００

同 同 １８番 ５２２．００

同 同 １９番 ３３．００

同 同 ２０番１ ６８４．００

１４



同 同 ２０番２ ６８０．００

同 同 ２１番 ４５９．００

同 同 ２２番 ２８０．００

同 同 ２３番１ ４１９．００

同 同 ２３番２ ４１９．００

同 同 ２４番 ２，０６６．００

同 同 ２５番 ４９９．００

同 同 ２６番 ５３５．００

同 同 ２７番 ５２５．００

同 同 ２８番 ３８３．００

同 同 ２９番 １１２．００

同 同 ３０番 １，４０８．００

同 同 ３０番１ ５８５．００

同 同 ３０番２ ２９７．００

同 同 ３０番４ ２９７．００

同 同 ３１番１ ６２．００

同 同 ３１番２ ４５．００

同 同 ３２番 ２８４．００

同 同 ３２番１ ４０６．００

同 同 ３３番 ２１４．００

同 同 ３３番１ ４１９．００

同 同 ３４番１ ４１９．００

１５



同 同 ３４番２ ２０．００

同 同 ３５番 ６７１．００

同 同 ３６番 １，５０４．００

同 同 ３６番１ ６９４．００

同 同 ３７番１ ３６６．００

同 同 ３７番２ １０４．００

同 同 ３８番 ７７０．００

同 同 ３８番１ ３６０．００

同 同 ３８番２ ３３０．００

同 同 ３９番１ １９５．００

同 同 ３９番２ ２０．００

同 同 ４０番 １，０８４．００

同 同 ４０番１ ５７５．００

同 同 ４１番１ ２８４．００

同 同 ４１番２ ２８０．００

同 同 ４１番３ ６．０４

同 同 ４２番 １，６４２．００

同 同 ４３番１ ５８８．００

同 同 ４３番２ ２９．００

同 同 ４３番４ ５．６９

同 同 ４５番１ ４２３．００

同 同 ４５番２ ３３．００

１６



同 同 ４６番１ ４５６．００

同 同 ４６番２ ４５６．００

同 同 ４７番１ ４６６．００

同 同 ４７番２ ４９．００

同 同 ４８番１ ５２２．００

同 同 ４８番２ ４９５．００

同 同 ４９番１ １４８．００

同 同 ４９番２ １７，８８６．００

同 同 ５０番１ ２７４．００

同 同 ５０番２ ３３．００

同 同 ５１番 ２４４．００

同 同 ５２番１ ５１２．００

同 同 ５２番２ ５０９．００

同 同 ５３番１ ４３６．００

同 同 ５３番２ ４３６．００

同 同 ５４番１ １４３．００

同 同 ５５番 ９７５．００

同 同 ５６番１ ９１２．００

同 同 ５７番１ ７４９．００

同 同 ５８番１ ３０１．００

同 同 ５９番１ ７６７．００

同 同 ６０番１ ７０２．００

１７



同 同 ６１番１ ７１６．００

同 同 ６２番１ ３６７．００

同 同 ６３番１ ６０７．００

同 同 ６４番１ ３６２．００

同 同 ６５番１ ６６０．００

同 同 ６６番１ ４７２．００

同 同 ６７番 ４６９．００

同 同 ６８番１ ２８７．００

同 同 ６９番４ １４３．００

同 同 ７０番 ３９０．００

同 同 ７１番１ ３３０．００

同 同 ７１番２ ３２７．００

同 同 ７２番１ ３９６．００

同 同 ７２番２ ３９６．００

同 同 ７３番 ７５７．００

同 同 ７４番 ７６０．００

同 同 ７５番１ ５０５．００

同 同 ７６番 ３８６．００

同 同 ７７番 １５５．００

同 同 ７８番１ ２２１．００

同 同 ７９番１ １４８．００

同 同 ８０番１ ４８５．００

１８



同 同 ８１番 ６２１．００

同 同 ８２番１ ３４７．００

同 同 ８２番２ ３４７．００

同 同 ８３番１ ３４０．００

同 同 ８３番２ ３４０．００

同 同 ８４番 ４６９．００

同 同 ８５番 １８５．００

同 同 ８６番 ３６３．００

同 同 ８７番 ２２４．００

同 同 ８８番 ２６１．００

同 同 ８９番 ２８７．００

同 同 ９０番１ ３７６．００

同 同 ９０番２ １１２．００

同 同 ９１番１ ２０８．００

同 同 ９１番２ ８２．００

同 同 ９２番 １２５．００

同 同 ９３番 １９１．００

同 同 ９４番 １２２．００

同 同 ９５番 ６０１．００

同 同 ９６番１ ８０３．００

同 同 ９６番２ ６０８．００

同 同 ９７番１ ６４１．００

１９



同 同 ９７番２ ６３８．００

同 同 ９８番 ２，０２９．００

同 同 ９９番 １３８．００

同 同 １００番 ２，１３３．００

同 同 １５５番１ ３，２６５．５２

同 同 １５５番２ ４７０．１８

同 同 １５５番３ １５，６３８．９９

同 同 １５５番４ １，１０５．４９

同 同 １５５番５ ５，０７０．７７

同 同 １５５番６ ６，７１７．１９

同 同 １５５番７ ７，１０１．３２

同 同 １５５番８ ３，０５１．８６

同 同 １５５番９ ３，２４０．９７

同 同 １５５番１０ ３２．３３

同 同 １５５番１１ ４６７．０８

同 同 １５５番１２ ９６７．８４

同 同 １５５番１３ ４，５８０．０１

同 同 １５５番１４ １０７．００

同 同 １５５番１５ ８２０．００

同 同 １５５番１６ ２０４．００

同 同 １５５番１７ ３６．００

同 同 １５５番１８ ４５０．００

２０



同 同 １５５番１９ ７７．００

同 同 １５５番２０ １８２．００

同 同 １５５番２１ １２７．００

同 同 １５５番２２ ９６．００

同 同 １５５番２３ ２６６．００

同 同 １５５番２４ ６２．００

同 同 １５５番５２ ０．３５

同 同 １５５番５３ １．４３

同 同 ３０２番１ ６０８．００

同 同 ４５８番 ２１，９８３．００

同 同 ４５９番１ ２，８４９．００

同 同 ４５９番１０ ４，８０６．００

同 同 ４５９番１１ ５，９１３．００

同 同 ４５９番１２ ８，９１２．００

同 同 ４５９番１３ １２５．００

同 同 ４５９番１４ ３９０．００

同 同 ４５９番１５ ８，２３８．００

同 同 ４５９番１６ ２，７７３．００

同 同 ４５９番１７ ５，８５３．００

同 同 ４５９番１８ ６，６７１．００

同 同 ４５９番１９ ２，２２８．００

同 同 ４５９番２０ １６５．００

２１



同 同 ４５９番２３ ８，４４７．００

同 同 ４６０番 ２４４．００

同 同 ４６１番 ５３４．００

同 大阪市住吉区杉本町２５番１ １，１７２．００

同 同 ２６番１ ３３３．００

同 同 ２８番１ １，６３９．００

同 同 ２９番１ ２４．００

同 同 ４５９番２ １０，１５７．００

同 同 ４５９番３ １６，０１９．００

同 同 ４５９番５ ４，４０３．００

同 同 ４５９番９ ６９０．００

同 大阪市阿倍野区旭町一丁目３番の一部 ３５２．４７

同 同 １０番２ １６，３７３．４３

同 同 １０番６の一部 ９７１．９７

同 同 １０番２４ １１，２８９．７９

同 同 ５８番１ ３０．３２

同 同 ２１９番 ２７．２４

同 大阪市阿倍野区旭町二丁目８５番の一部 １，６４３．８３

同 大阪市西成区山王一丁目３９番４ ２７．３８

同 大阪市北区梅田一丁目１０番の一部 ２６２．７０

同 大阪市東住吉区西今川四丁目２９番 １，２０９．００

同 堺市北区東上野芝町二丁４３８番２ １，８６０．００

２２



別表第２（第２５条関係）

資産の種別 所 在 地 財 産 名 称 延べ床面積
（㎡）

建物 堺市中区学園町１番１号 総合科学部１号館 ７，２７７．９１

同 同
受電室棟

（Ｈ２３．３除却）
７９９．０７

同 同 ファン室棟 ８．４９

同 同 受水槽ポンプ室 ７８．００

同 同 受水槽操作室 １６．００

同 同 受水槽塩素室 １６．００

同 同 廃水処理棟 ７３８．７７

同
長野県北安曇郡白馬村大字神城字山ノ神

２２２０３番４４
１，０７５．００

同
同

２２２０３番４５
７３２．００

同
同

２２２０３番７６
１，９２８．８７

同
同

２２２０３番７７
１，８７２．８２

同
同

２２２０３番１２８
３７０．００

２３



同 同
倉庫

（Ｈ２５．３除却）
９８．２７

同 同 守衛室 ９４．３７

同 同 車庫 １４８．８４

同 同 学術交流会館 １，３４８．３９

同 同 薬品庫 ３２．００

同 同 燐削減処理棟 １６３．６８

同 同 西門守衛室 ３６．４５

同 同

特別高圧変電所仮開閉所上

家

（Ｈ２３．３除却）

１９．８７

同 同 科学技術共同研究センター ５２１．２８

同 同 ＣＯＥ研究拠点施設 １９９．５０

同 同 学生会館 ３，０１６．５７

同 同
部室

（Ｈ２３．３除却）
３６０．１４

同 同 浄化槽ポンプ室 ８．７９

同 同 仮
舎控室 １２．９６

同 同 体育部室 ７１９．０６

同 同 従業員更衣室 ３８．８８

同 同 
舎 ２１８．７０

同 同 文化部室 ６１１．１５

２４



同 同 厚生保健センター本館棟 ７８８．０７

同 同 第２文化部室 ５４５．８５

同 同
第３文化部室

（Ｈ２５．３除却）
１０８．９９

同 同
物置

（Ｈ２３．３除却）
４．９５

同 同 音楽練習場 １９０．８０

同 同
危険物倉庫

（Ｈ２３．３除却）
３．７５

同 同 部室 ３２．４０

同 同 自動車部クラブハウス ９．７２

同 同 自動車部室 ４５．３６

同 同 体育部女子更衣室 ７３．８２

同 同 和弓場 １０５．８５

同 同 和弓的場・洋弓場 ９２．３６

同 同 洋弓場 ４１．７５

同 同 馬術部ロッカールーム ８５．２５

同 同 女子体育部室 ５２．９０

同 同 第２学生会館 ７１２．９５

同 同 総合情報センター １２，３４２．９９

同 同
３号館

（Ｈ２０．３除却）
４，４３６．６３

２５



同 同
２号館

（Ｈ２０．３除却）
３，５１２．３６

同 同 ６号館 ３，３５７．３２

同 同 １号館 ３，５１３．７８

同 同 船舶動揺水槽 ５０９．８８

同 同
浄化槽ポンプ室

（Ｈ２７．３除却）
２６．３８

同 同 生産技術センター １，７６６．９９

同 同 電気実験室 ３１２．７６

同 同 内燃風洞水力実験室 ８５３．９７

同 同 倉庫 ６６．４４

同 同

浄化槽ポンプ室・ガスメー

ターボックス室

（Ｈ２６．８除却）

８．３３

同 同
酸室

（Ｈ２０．３除却）
３３．９８

同 同
５号館

（Ｈ２６．８除却）
６，６７６．４９

同 同 構造強度第１実験室 ６４．７９

同 同 ４号館 ５，５６１．３２

同 同 酸室 ４２．９４

同 同
高圧機器実験室

（Ｈ２０．３除却）
７８．４０

２６



同 同 ７号館 ９，７４６．０７

同 同 木工作業室 ５０．１４

同 同 ブロアー室 ９．９２

同 同 ８号館 ５，３７９．００

同 同 危険物倉庫（１） ９．８３

同 同
危険物倉庫（２）

（Ｈ２０．３除却）
９．８３

同 同 ボンベ庫 ９．６４

同 同
ボンベ庫（１）

（Ｈ２０．３除却）
９．６７

同 同
ボンベ庫（２）

（Ｈ２０．３除却）
６．７５

同 同 ボンベ庫 ３．３１

同 同 ＰＣＢ庫 ９．６３

同 同 危険物屋内貯蔵所 ９．９０

同 同 設備棟 ４１６．２５

同 同 研究棟 １９，４８３．２８

同 同 ゴミ置場 ２８．８０

同 同
危険物貯蔵所及び空ボンベ

倉庫
３７．２０

同 同 本館 ２０，９１５．２６

同 同 車庫 ４２．７４

２７



同 同 管理棟Ａ １１５．００

同 同 管理棟Ｂ １４０．００

同 同 管理棟Ｃ １０５．００

同 同 昆虫飼育室 ９２．９９

同 同 造園温室 ８９．１０

同 同 気象温室Ａ ８９．１０

同 同 気象温室Ｂ ８９．１０

同 同 花卉温室Ａ １６３．３５

同 同 花卉温室Ｂ １０２．５０

同 同 共同網室 ５９．４０

同 同 育種温室 １４３．５０

同 同
農業工学科特別実験室

（Ｈ２０．３除却）
８７７．３７

同 同 植病研究室及び温室 ２２０．５０

同 同 土壌肥料学実験温室 ８２．００

同 同 生殖生理栄養学実験温室 １６３．３５

同 同 家畜病院棟 １，６７２．７５

同 同 解剖棟 ５６５．３８

同 同 飼育棟（１） ４２７．６８

同 同 飼育棟（２） １４１．３０

同 同
堆肥舎

（Ｈ２５．３除却）
６．４８

２８



同 同 焼却炉棟 ３６．００

同 同 農場管理棟 ８２７．９０

同 同 温室１ １６５．００

同 同 温室２ １６５．００

同 同 温室３ １６５．００

同 同 温室４ １６５．００

同 同
農工振動実験室

（Ｈ２０．３除却）
３９．７４

同 同 牛舎 １０２．３０

同 同 作業場 ６６．００

同 同 堆肥舎 ２４．００

同 同 倉庫 １０．００

同 同 ポンプ室 ２０．００

同 同 果樹温室 １６４．１７

同 同
放射化学実験用廃棄物倉庫

（Ｈ２５．３除却）
１２．６８

同 同 作物温室 ９０．００

同 同 焼却炉控室 ７．２９

同 同
環境制御実験室

（Ｈ２０．３除却）
６５．２２

同 同
植物育成温室

（Ｈ２０．３除却）
６６．６５

２９



同 同 光合成測定室 ９．７２

同 同 獣医別館 １，２３０．０３

同 同 危険物倉庫 ９．８３

同 同 女子更衣室 ５７．０２

同 同 獣医２号館 ２，９１８．３６

同 同 ＲＩ排水処理棟 １５０．２１

同 同 危険物倉庫２ ９．９９

同 同 ボンベ庫１ ８．４８

同 同 ボンベ庫２ ５．００

同 同 ボンベ庫 ５．３６

同 同 有機廃液処理棟 ４５．００

同 同 花卉システム温室Ａ １８９．００

同 同 花卉システム温室Ｂ １８９．００

同 同 倉庫 ６６．００

同 同 １号館 ５，５５３．７５

同 同 ２号館 ２，３４６．２５

同 同

浄化槽ポンプ室・ガスメー

ターボックス室

（Ｈ２５．３除却）

８．４２

同 同
水槽ポンプ室

（Ｈ２５．３除却）
１２．０９

３０



同 同
酸室

（Ｈ２５．３除却）
３３．９８

同 同
総合科学部２号館

（Ｈ２５．３除却）
１１，０６０．２６

同 同

浄化槽ポンプ室・ガスメー

ターボックス室

（Ｈ２５．３除却）

８．３３

同 同 プール管理室 １０７．６３

同 同 体育館兼講堂 ４，２０６．４７

同 同
浄化槽ポンプ室

（Ｈ２６．８除却）
３．０７

同 同 便所 ３４．２８

同 同 便所 ６１．９１

同 同 プールスタンド ２３９．８５

同 同 総合科学部３号館 ５，３１１．０６

同 同 飼育棟 ３６．００

同 同
温室棟

（Ｈ２６．８除却）
６０．４１

同 同
危険物倉庫

（Ｈ２５．３除却）
９．９９

同 同
ボンベ庫Ａ

（Ｈ２５．３除却）
５．００

３１



同 同
ボンベ庫Ｂ

（Ｈ２５．３除却）
５．００

同 同 コミュニティー棟 １，８９５．３７

同 同 コミュニティー棟書庫 ３５３．２２

同 同 グランド倉庫 ８．８６

同 同
危険物貯蔵庫

（Ｈ２５．３除却）
９．９０

同 同 危険物保管庫 ９．９０

同 同 本館棟 ３，９９３．３４

同 堺市中区学園町１番２号 研究センター棟 ３，２９６．７２

同 同 別館 ９０３．３０

同 同 守衛棟 １２３．７０

同 同 第１線源棟 １，６１５．５７

同 同 第２線源棟 １４５．２７

同 同 動植物育成棟 ６６７．８１

同 同 消火ポンプ電気室 ３３．８１

同 同 第１放射化学実験棟 １，５５９．６３

同 同 屋外管理棟 ３０２．８７

同 同
ガラス室網室

（Ｈ２３．３除却）
７１．９９

同 同 危険物屋内貯蔵庫１ １２．５９

同 同 倉庫Ａ １９．８３

３２



同 同 第２放射化学実験棟 ４８６．７６

同 同 便所 １５．９８

同 同 高分子実験棟 ３１２．１２

同 同 非放射性廃棄物倉庫 ３６．００

同 同 管理棟倉庫 ３５．０９

同 同 ポンプ場控室 １０．３６

同 堺市中区学園町１番１号 生物資源開発センター １，９７０．５３

同 同
生物資源開発センター附属

棟
５２．５０

同 堺市中区学園町１番２号 高圧実験棟 １２６．９９

同 同 本館 １０，６４３．５６

同 同 配水ポンプ室 ４３．９７

同 同 高圧ガス貯蔵倉庫 １２．００

同 同 危険物屋内貯蔵庫２ ９．９０

同 堺市中区学園町１番１号
生物資源開発センター２号

館
１，４７６．２０

同 堺市中区学園町１番２号 保管廃棄棟 ２２１．５２

同 同 廃溶剤保管庫 ９．９０

同 堺市中区大野芝町２３
共同住宅

（Ｈ２５．９除却）
１，１２９．２５

同 同
物置

（Ｈ１９．３除却）
５．４８

３３



同 同
浄化槽ポンプ室

（Ｈ１９．３除却）
４．２９

同 同
共同住宅

（Ｈ２５．９除却）
１，３３９．７３

同 同
ポンプ室

（Ｈ１９．３除却）
３．７０

同 同
４号館

（Ｈ２５．９除却）
１，６８１．６０

同 同
４号館ポンプ室

（Ｈ２５．９除去）
１１．６１

同 同
独身寮

（Ｈ２５．９除却）
１，３３４．０１

同 同
独身寮ポンプ室

（Ｈ２５．９除却）
９．１４

同 同
管理棟

（Ｈ２５．９除却）
６０８．９７

同 同
寄宿舎

（Ｈ２５．９除却）
３，５２３．９２

同 同
受水槽ポンプ室

（Ｈ２５．９除却）
７７．００

同 同
図書室

（Ｈ２５．９除去）
５１．８８

３４



同 同
留学生宿舎

（Ｈ２５．９除却）
１，３４９．１５

同
羽曳野市はびきの三丁目

７番３０号
看護学部棟１ １，７８８．００

同 同 看護学部棟２ ２，５１８．００

同 同 看護学部棟３ ２，７１８．００

同 同 臨床検査学科棟 ２，６２９．００

同 同 臨床栄養学科棟 ２，２４１．００

同 同 歯科衛生学科棟 １，７４９．００

同 同 作業療法学科棟 １，６０９．００

同 同 理学療法学科棟 ２，０４６．００

同 同 看護学科棟１ ２，２７８．００

同 同 看護学科棟２ １，９１２．００

同 同 看護学科棟３ ２，０２５．００

同 同 管理・講堂棟 ５，１６４．００

同 同 ブリッジ棟 １，２８０．００

同 同 体育館 １，６５５．００

同 同 図書厚生棟 ４，５０４．００

同 同 自転車置場 １００．００

同 同 ゴミ置場 ２１．００

同 同 ゴミ置場駐車場 ３０．３４

同 同 屋外便所 １７．６０

３５



同 同 スロープ階段倉庫 ２０．３０

同 同 あずまや ８２．４０

同 同 大学院棟 ６８５．３１

同 寝屋川市幸町２６番１２号 旧実験室 １７０．１０

同 同 旧図書室 ６４．８０

同 同 教養棟 ３，８７２．７７

同 同 専門棟１ ５，８０８．３０

同 同 工場棟１ ２，１５５．８４

同 同 工場棟２ ６５５．７０

同 同 油貯蔵庫 １５．７８

同 同 専門棟２ ５，０３５．８９

同 同 中央渡廊下 ５８３．６３

同 同 危険物倉庫 １５．００

同 同 変電室及びポンプ室 ９０．００

同 同 管理棟 １，９６９．３９

同 同 体育館 ２，２００．５７

同 同 部室棟 １０９．９０

同 同 プール機械室 ２３．５１

同 同 食堂 ４５１．０７

同 同 武道館 ６４２．６６

同 同 車庫 ５４．５６

同 同 プロパンガス貯蔵庫 １．４４

３６



同 同 工場棟４ １４９．６０

同 同 工場棟３ ２００．３４

同 同 守衛室 １７．８０

同 同 体育倉庫 ５９．４０

同 同 倉庫 ５９．４０

同 同 高圧ガス倉庫 ４．１６

同 同 倉庫 ５９．４０

同 同 シャワー室 １０．２１

同 同 図書館 １，５９９．５０

同 同 倉庫 ５９．６２

同 同 シャワー室 ３．５７

同 同 倉庫 ２５．７３

同 同 プール付属棟 １４３．８９

同 同 地域連携テクノセンター １，８０８．１８

同 同 倉庫 ２９．２０

同 大阪市住吉区杉本三丁目 １号館 ６，４７２．８３

同 同 事務局倉庫 １２０．２４

同 同 商学部棟 １，９７８．９３

同 同 経済学部棟 ２，７７９．０１

同 同 法学部棟 ６，４０８．０１

同 同 法学部棟ポンプ室 ５２．００

同 同 旧法学部棟 ７２４．５４

３７



同 同 旧法学部倉庫 ２２．０８

同 同 文学部棟 ４，９７１．７８

同 同 文学部増築棟 １，８２９．５５

同 同 河海工学水理実験場 １，１９２．６３

同 同 河海工学水理実験場附属棟 １６０．４６

同 同
河海工学水理実験場造波装

置上屋
２７．５４

同 同
河海工学水理実験場倉庫

（１）
２４．００

同 同
河海工学水理実験場倉庫

（２）
４１．４４

同 同 環境水域工学研究棟 １０５．０８

同 同 経済研究所棟 ３，５４９．４７

同 同 経済研究所書庫 ５１４．７５

同 同 学生サポートセンター ３，５０９．４６

同 同 旧図書館第１書庫 １，２４２．１４

同 同 第１１合同部室（１） ９６０．５２

同 同 第１１合同部室（２） ８４２．３３

同 同
旧図書館ポンプ室

（Ｈ２３．７除却）
３．７２

同 同 都市問題資料センター ８９４．２４

同 同 保健管理センター ２４６．６０

３８



同 同 田中記念館 ３，３３７．２８

同 同 旧教室棟 ６７４．５９

同 同 杉の子保育園 ２４０．２９

同 同 園芸詰所 １８３．７９

同 同 園芸・営繕倉庫 ３２．４０

同 同 車庫 １４２．０６

同 同 電気開閉所 １３６．９３

同 同 守衛室（本館地区） ７２．９４

同 同 第２学生ホール ９９１．５０

同 同 第３学生ホール ４６８．７５

同 同 第３学生ホール倉庫 ８４．８６

同 同 第３合同部室 ６６．５０

同 同 第４合同部室 ４７１．１６

同 同 第５合同部室 １２６．９４

同 同 第６合同部室 １０６．６８

同 同 スポーツハウス ８７０．１２

同 同 
舎 ４２６．７１

同 同 グランドハウス ３４１．９１

同 同 グランド内教員控室 １４．４０

同 同 和弓場 １５４．７９

同 同 プール管理棟 １５１．２０

同 同 プール附属部室 １９０．００

３９



同 同 ラグビークラブハウス ７７．７６

同 同 陸上競技場附属棟 ４９．２４

同 同 陸上競技場器具庫 ３７．１１

同 同 アーチェリー倉庫 ２４．００

同 同 陸上競技部倉庫 ２４．００

同 同 洋弓場 ２３．４０

同 同 全学共通教育棟（１期） ７，９８０．２３

同 同 全学共通教育棟（２期） ４，５０５．０９

同 同 全学共通教育棟倉庫（１） ３２．４７

同 同 全学共通教育棟倉庫（２） ７５．００

同 同 全学共通教育棟倉庫（３） ５０．００

同 同 基礎教育実験棟 ６，２８２．０２

同 同 ２号館 ３，７３４．６４

同 同 ４号館 ６６２．４０

同 同 ゲストハウス １，７４４．１２

同 同 インキュベータ ４７１．２４

同 同 守衛室（旧教養地区） ４４．２６

同 同 危険物倉庫 ２５．５２

同 同 第１体育館 １，５５４．６９

同 同 第２体育館 ２，６５３．７１

同 同 第１学生ホール １，４４５．７４

同 同 第１学生ホール倉庫（１） ８９．４３
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同 同 第１学生ホール倉庫（２） ８１．４２

同 同 第１合同部室 ７４４．４８

同 同 第２合同部室 ５４０．００

同 同 第７合同部室 ６８１．７２

同 同 第８合同部室 ２９３．７６

同 同 第９合同部室 ２９３．７６

同 同 第１０合同部室 ２６６．６６

同 同 第１音楽練習室 １５１．８０

同 同 第３音楽練習室 １８５．４１

同 同 第４音楽練習室 ２９３．０９

同 同 新武道場 ４０８．３６

同 同 課外活動保管庫 ９３．５０

同 同 ソフトテニス部室 ５１．６３

同 同 硬式庭球部室 ５１．４３

同 同
理学部本館（１期）

（Ｈ２５．１除却）
１，７６４．７２

同 同 理学部本館（２期）

５，６９１．６０
（平成２５年１
月一部除却に
より現在は、
３，０９０．９６）

同 同 理学部本館（３期） ３，８７８．１７

同 同
理学部本館昇降機棟

（Ｈ２５．１除却）
５８．５７

４１



同 同 理学部ヘリウム液化施設 ２７１．２３

同 同
理学部倉庫

（Ｈ２２．１０除却）
１６５．６２

同 同
理学部ボーリング資料庫

（Ｈ２２．１１除却）
１０１．１５

同 同 理学部電気室（１） ７７．７６

同 同 理学部電気室（２） １０３．６８

同 同 理学部電気室（３） ２１８．１３

同 同 理学部危険物倉庫 ４５．６６

同 同
理学部動物舎

（Ｈ２２．１２除却）
３２．９４

同 同 理学部コバルト室 ２２．８０

同 同 理学部廃棄物倉庫 １９．８４

同 同
理学部宇宙線観測室（１）

（Ｈ２６．４除却）
１９．８０

同 同
理学部宇宙線観測室（２）

（Ｈ２６．４除却）
３３．３５

同 同
理学部ポンプ室（１）

（Ｈ２２．１１除却）
８．８３

同 同
理学部ポンプ室（２）

（Ｈ２６．４除却）
８．７５

同 同
理学部ポンプ室（３）

（Ｈ２６．４除却）
２８．００

４２



同 同
理学部磁気共鳴実験室

（Ｈ２２．１１除却）
１７．８１

同 同 旧原子力基礎研究所棟 ３，１９１．９４

同 同 工学部Ａ棟（１期） ２７６．４８

同 同 工学部Ａ棟（２期） １，７１１．４０

同 同 工学部Ｂ棟 ７，５７２．１９

同 同 工学部Ｃ棟 ６，９５９．５０

同 同 工学部Ｄ棟（１期） １，２６０．００

同 同 工学部Ｄ棟（２期） １，６９２．００

同 同 工学部Ｅ棟 １，４７２．４０

同 同 工学部Ｆ棟 ２，９９６．９７

同 同 工学部Ｇ棟 ２，３９５．３９

同 同 工作技術センター ３９９．４５

同 同 工学部風洞実験室 ３１６．１６

同 同 工学部大型実験室 ２２４．４０

同 同 工学部疲労試験室 １８２．００

同 同
工学部危険物倉庫（１）

（Ｈ２７．３除却）
３０．９２

同 同 工学部危険物倉庫（２） ４０．０５

同 同 工学部流体実験用ポンプ室 ４．８６

同 同 生活科学部本館 ５，６２１．３５

同 同 生活科学部Ａ棟 ２，００９．８５

４３



同 同 生活科学部Ａ棟昇降機棟 ５６．４３

同 同 生活科学部Ｂ棟 ４５５．２５

同 同 生活科学部Ｃ棟 ３２４．００

同 同 生活科学部危険物倉庫 １２．６６

同 同 学術情報総合センター ３７，４３４．００

同 同 守衛室（理工地区） ７４．０１

同
大阪市阿倍野区旭町一丁

目
医学部学舎 ４６，７２１．４９

同 同 医学部南館 ３，１０８．０９

同 同 医学部看護学科学舎 ７，６１９．０２

同 同 医学部附属病院 ８６，８７８．４８

同 同 医学部附属病院駐車場 １０，６４２．４１

同 同 医学部動物実験施設 ３，０２０．７７

同 同 医学部地下病歴資料室 ５４０．２５

同 同 医学部地下電気室 ２９５．７５

同 同 医学部ごみ庫 ２４．００

同 同 医学部守衛詰所 ３．２４

同 同 医学部合同部室 １６８．３０

同 同 医学部課外活動部室 １４０．７６

同 同
学術情報総合センター医学

分館
１，６８０．９６

同 同 医学情報センター １，６６１．１６

４４



同 同 医療研修センター ３，４８１．９８

同 同 医学部附属病院保管施設 ５４１．１４

同
大阪市阿倍野区旭町二丁

目

医学部附属病院職員研修施

設
１，６６９．０８

同 同 医学部附属病院医師宿舎 ６０９．４８

同 同
医学部附属病院看護職員宿

舎若草寮
２，３０４．６４

同 大阪市北区梅田一丁目
文化交流センター・創造都

市研究科梅田サテライト
２，３２５．８１

同
大阪市都島区中野町一丁

目
艇庫 ５７６．４７

同
大阪市東住吉区西今川四

丁目

医学部附属病院看護職員宿

舎西今川寮
１，０３０．８８

同 堺市北区東上野芝町二丁
外国人留学生宿舎・教職員

宿舎
１，４４２．１８

同
長野県北安曇郡白馬村大

字神城字山ノ神
白馬セミナーハウス ２９７．８４

４５



平成２９年９月１３日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

公立大学法人大阪市立大学と公立大学法人大阪府立大学との新設合併をするため、地方独立行

政法人法第１１２条第３項の規定により、この案を提出する次第である。

４６



（新設合併）

第１１２条 設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併（２

以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及

び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章に

おいて同じ。）をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体（以

下この節において「関係設立団体」という。）は、協議により次に掲げる事項を定め、第７条

の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

� 新設合併により消滅する地方独立行政法人（以下この章において「新設合併消滅法人」と

いう。）の名称及び主たる事務所の所在地

� 新設合併により設立する地方独立行政法人（以下この章において「新設合併設立法人」と

いう。）の定款

２ 省 略

３ 第１項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

４－５ 省 略

（参 考）

地方独立行政法人法（抄）
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